
別紙 6 

情報開示の方法及び内容 

 

北見慈恵会居宅介護職員養成研修（初任者研修）の情報は、北見慈恵会のホームページで開示及び複合

福祉施設ゆうゆうの窓口に備え置くものとする。開示内容は、下記ホームページの写しのとおり。 

※ ホームページアドレス http://www.jikeikai.sakura.ne.jp 

 

記 

１．研修機関情報 

 （１）法人格・法人名称・住所・電話番号 

   ・社会福祉法人 北見慈恵会  

   ・北見市東相内町 171番地 57 （０１５７－６６－１５１５） 

 （２）代表者名 

   ・理事長 白川 久統 

 （３）研修事業担当理事 

   ・阿部 浩美 

 

２．研修機関情報 

 （１）事業所名称・住所 

   ・社会福祉法人北見慈恵会  

①複合福祉施設ゆうゆう     ～北見市東相内町 171番地 57 （0157－66－1515） 

   ②地域密着型サービス事業所ゆうゆうぼたん園～北見市花月町 5番３（0157－33－3751） 

 （２）理念 

   ・ここに「きてよかった」 あなたに「あえてよかった」 

 （３）学則 

   ・添付 2号様式のとおり 

 （４）研修施設 

   ＜複合福祉施設ゆうゆう＞ 

    ①北見市東相内デイサービスセンターゆうゆう 

    ②特定施設入居者生活介護ケアハウスゆうゆう 

    ③ヘルパーステーションゆうゆう 

   ＜地域密着型サービス事業所ゆうゆうぼたん園＞ 

    ①グループホームゆうゆうぼたん園（認知症対応型共同生活介護） 

    ②多機能ホーム ゆうゆうぼたん園（小規模多機能事業所） 

 （５）設備 

   ・介護サービス事業所指定基準に準拠 

 

３．研修事業情報 

 （１）研修の概要 

   ・対象～北見慈恵会介護員養成研修（初任者研修）修了者または修了予定者に限る 

   ・研修スケジュール（期間・日程・時間数） 

     期間～11月 15日～11月 26日 



・研修スケジュール（時間割） 

日 時間 課程 単  元 ・ 科  目 

11/15 18:00~20 :00 

居

宅

介

護

職

員

初

任

者

研

修

課

程 

１．障害の理解・・・・・６時間 

１）障害の基礎的理解（１時間） 

  ①障害の概念とＩＣＦ・家事援助の方法  

②障害者福祉の基本理念  

２）障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の特徴、関わり支援等の基礎的知識

（１時間   ①身体障害 ②知的障害 ③精神障害 ④その他の心身の機能障害 

11/16 
18:00 ~20:00   ３）家族の心理、かかわり支援の理解 （４時間） 

11/19 

11/20 18:00 ~21:00 

２．行動障害の理解・・・・３時間 

１）行動障害 

２）自閉症の理解・自閉症の障害特性 

３）行動障害が起きる背景の理解 

４）行動障害を起こさないようにするための支援 

11/22 

18:00 ~19 :00  

重
度
訪
問
介
護
基
礎
課
程 

１．重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義 

①障害者総合支援制度とサービス・・・・・・・・１時間 

19:00 ~20:00 ②居宅介護従業者の職業倫理・・・・・・・・・・・１時間 

20:00 ~ 21:00 
２．基礎的な介護技術に関する講義 

 ①介護概論・・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間 

11/26 

8:30 ~ 16:00 

１．基本的介護技術・・・・・３時間（演習 2時間、実習 1時間） 

２．重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術・・２時間 

                （演習 0.5時間、実習 1.5時間） 

３．外出介護技術実習・・２時間（演習 1時間、実習 1時間） 

16:00 ~ 17:00 

課

程

外 

振り返り 

 

・時間数～①居宅介護職員初任者研修課程・・9時間 

   ②重度訪問介護従業者養成研修基礎課程・・10時間 

   ・定員と指導者数 

     ○集合及び演習・実習研修～15名  ○指導者数～6名 

   ・受講までの流れ 

     募集～①募集要項を 7月 20日から 8月 10日までホームページ・関係機関窓口で開示し、申込

書で受付。 

     受講決定～①書類選考 

          ②受講可否は後日郵送で連絡 

   ・費用～8,100円 

   ・留意事項 

     夜間通学であり、研修終了後公共交通機関がないため自家用車運転または送迎が必要 



 

 （２）課程責任者 

   ・山崎 琴絵 （総務事務職員） 

 

 （３）研修カリキュラム 

   ・科目別シラバス・科目別時間数・担当教官名・科目別特徴 ～ 別紙カリキュラム参照 

   ・修了評価 

    １．講師による評価 

講義については、試験やレポート、受講態度等を総合的に評価する。Ａ（80点以上）、Ｂ（70

点から 79点）、Ｃ（60点から 69点）、Ｄ（60点未満）の 4段階とし、Ｃ以上を合格とする。 

Ｄ評価者については補講またはレポートを提出するものとする。 

      ※ 講義・演習・実習については、研修教科の全てに出席しなければならない。ただし、欠

席した教科については、本校の指定する講座を受講することにより、出席したものとして

扱う。ただし、不合格の評定を受けた者は、所定の課題により、再試験に合格しなければ

ならない。 

２．演習・実習については、成績の評定は行わない。 

    ３．欠席した科目については補講、ＶＴＲ等の視聴、レポート等の提出をしてもらう。また、演

習の補講として実習の時間を追加するなどし、技術の習得に努める。 

   

  （４）実習施設 

    ・名称及び住所 ～北見市東相内町 171-57 複合福祉施設ゆうゆう 

    ・実習施設の介護保険事業の概要 

     ～ 北見市東相内デイサービスセンターゆうゆうは社会福祉法人北見慈恵会が運営する施設 

・実習機関の実習担当者名 ～亀谷 みどり 

    ・実習プログラムの内容及び特徴 

     ～在宅サービス現場（デイサービス事業所）での通所による介護の体験実習 

        ・実習中の指導体制・内容 

     ○障害者手帳保有の介護保険利用者（特定疾患対象）の車椅子操作を受講者 5人 1組：指導者 

      1名で４０分実施 

     ○実習終了後 20分間のグループ討議で振り返りの実施 

    ・協力実習機関における述べ人数～1時間×5人で 3グループ  計 3時間 15人 

     ○居宅介護従業者養成研修 2級課程・重度訪問介護養成研修基礎課程 

      平成 23、24年度実施 実習施設：デイサービスセンターゆうゆう    延べ人数 24人 

     ○居宅介護職員初任者研修 

      平成 25、26年度実施 実習施設：小規模多機能ホームゆうゆうぼたん園 延べ人数 46名 

      平成 27年度実施   実習施設：デイサービスセンターゆうゆう    延べ人数 18名 

            平成 28年度実施      実習施設：デイサービスセンターゆうゆう    延べ人数  6名 

            平成 29年度実施      実習施設：デイサービスセンターゆうゆう        延べ人数  2名 

     ○重度訪問介護従業者基礎課程 

      平成 25、26年度実施 実習施設：小規模多機能ホームゆうゆうぼたん園 延べ人数 45名 

      平成 27年度実施   実習施設：デイサービスセンターゆうゆう    述べ人数 18名 

 



            平成 28年度実施   実習施設：デイサービスセンターゆうゆう    延べ人数  6名 

            平成 29年度実施      実習施設：デイサービスセンターゆうゆう        延べ人数  2名 

 

  （５）その他 

    ・資格取得後に就業可能な職務 

     ①障害者総合支援法の福祉サービス事業所介護員 

②介護保険法介護サービス事業所介護員 

 

４．講師情報 

名前 略歴及び現職（●） 資格 

太田 節子 

＜准看護師＞ 

病院 

＜支援員＞ 

知的障害者施設 

＜代表取締役＞ 

●多機能型事業所 

●共同生活援助事業所 

●短期入所事業 

准看護師 

介護福祉士 

社会福祉主事任用資格 

サービス管理責任者 

阿部 浩美 

＜管理者・デイサービス＞ 

＜管理者・介護支援専門員＞ 

＜管理者・特定ケアハウス＞ 

●ケアハウス 

●デイサービス 

社会福祉主事 

介護福祉士 

主任介護支援専門員 

日高 徳仁 

＜介護員＞ 

デイサービス 

特定ケアハウス 

＜管理者＞ 

小規模多機能 

●ヘルパーステーション 

介護福祉士 

社会福祉主事任用資格 

 

 

 

長谷部真弓 

＜相談員＞ 

●特定ケアハウスゆうゆう 

社会福祉士 

介護福祉士 

介護支援専門員 

鈴木登記子 

＜看護師＞ 

公立病院 

介護老人保健施設 

●デイサービス 

特定ケアハウス 

小規模多機能 

看護師 

亀谷みどり 

＜介護員＞ 

  ヘルパーステーション 

デイサービス 

介護福祉士 

社会福祉主事任用資格 



＜生活相談員＞ 

●デイサービス 

５．実績情報 

  訪問介護員２級養成研修・居宅介護従事者２級養成研修を平成２３年度、２４年度に各 1回開催 

○平成 23年度 9月～12月  9名参加・修了 

○平成 24年度 5月～8月  15名参加・修了 

居宅介護職員初任者研修・重度訪問介護従業者養成研修基礎課程 

○平成 25年度 10月～12月 10名参加・修了 

○平成 26年度 9月～12月  12名参加・修了（居宅介護初任者）11名参加・修了（重度訪問） 

  ○平成 27年度 9月～12月  6名参加・修了 

    ○平成 28年度 11月         6名参加・修了 

    〇平成 29年度  11月          2名参加・修了 

６．連絡先 

 （１）申込先・資料請求先 

・社会福祉法人北見慈恵会 複合福祉施設ゆうゆう 

 総務課：山崎 琴絵、山田 清美 

   ・北見市東相内町 171番地 57 （０１５７－６６－１５１５） 

 （２）苦情対応者名 

   ・法人苦情対応責任者：施設長 阿部 浩美 

   ・事業所の苦情対応者：介護養成事業担当責任者 山崎 琴絵 

・住所（上記両名） 

北見市東相内町 171番地 57 （０１５７－６６－１５１５） 

 社会福祉法人北見慈恵会 複合福祉施設ゆうゆう 内 


